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再   申   入   書 

 

 当ＮＰＯ法人の申入書に対し、真摯なご対応をいただきましたことにつき、敬意を表し

ます。 

さて、貴社より過日頂きました「平成１９年３月８日付回答書」及び「平成１９年４月

４日付受講の解約に関する規約」について、その趣旨は理解致しましたが、更に受講申込

者に対して契約内容を明確化する見地から、以下のとおり善処されるよう申し入れます。 

なお、貴社の更なるご対応策について、お手数ですが、本書面到着後１ヶ月以内に文書

にてご回答のうえ、あわせて新しい受講申込書等の資料をご送付いただきますよう、お願

い申し上げます。 

 

第１ 再申入れの趣旨 

貴社の受講申込書の中に貴社の平成１９年４月４日付書面に記載されている「受講の解

約に関する規約」の内容を記載する体裁とされたい。 

  

第２ 再申入れの理由 

貴社の平成１９年３月８日付回答書に記載されたとおり、新たに制作されたものと思われ
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る「受講申込書」において、「③受講申込の解約については、・・・・当社規定により返金

いたします。」との記載がなされているが、この「当社規定により」との記載だけでは、規

定の内容が不明確であり、貴社の平成１９年４月４日付書面に記載された「受講の解約に

関する規約」にかかる受講料の返金についての規定を記載しなくては、受講申込者（消費

者）にとって契約内容が明瞭でないため。 

以上 


